
厚生労働省労働基準局安全衛生部

改正労働安全衛生法について



1. 労働安全衛生法の概要

2. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進に係る

法改正までの経緯

3. 改正労働安全衛生法の概要

「注文者等」による対策

「個人事業者等」自身による対策

災害報告制度等



労働安全衛生法の概要



労働安全衛生法の概要
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事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。

①安全衛生管理体制を確立し、②労働災害を防止するための具体的措置を実施する義務を負う。

このため、事業者は、

・熱中症対策の実施

・ヒューム、粉じん、
騒音等に対する保護
具等の使用

・構造規格、安全装置の具備

・定期及び作業前の点検の実施

・作業計画、運行計画等の策定

自主的な 健康保持増進措置 快適職場
形成促進

・セーフティアセスメン
ト等の実施

・安全施工サイクル活動
の実施

・職場におけ
る受動喫煙
の防止対策

健康障害防止措置危険防止措置

・安全衛生教育の実施

・足場、手すり等の設置

・誘導者の配置、合図の統一

建設機械等の安全化 作業の安全化

安全衛生活動

・健康診断の実施

・作業の管理

・作業環境測定の実施

・健康教育、健康相談

・体育活動等

・メンタルヘルス対策

労働衛生の三管理 健康の保持増進

具体的措置

労働基準監督官等による監督・指導
（都道府県労働局、労働基準監督署）

安全衛生管理体制の例
（一般的な工事現場の場合）

発注者

関係請負人 関係請負人

特
定
元
方

事
業
者

統括安全衛生責任者
（ 所 長 ）

元方安全衛生管理者

安全衛生
責任者

安全衛生
責任者

関係請負人 関係請負人

安全衛生
責任者

安全衛生
責任者

安全衛生
責任者

関係請負人

安全衛生管理体制の確立



個人事業者等に対する安全衛生対策の推進に係る
法改正までの経緯



建設アスベスト訴訟の最高裁判決を踏まえた関係省令の改正

事業者が実施すべき事項（罰則付き）

① 労働者以外の者にも危険有害な作業の
一部を請け負わせる場合は、請負人（一
人親方、下請業者）に対しても、労働者
と同等の保護措置を実施。
② 同じ作業場所にいる労働者以外の者
（他の作業を行っている一人親方や他社
の労働者、資材搬入業者、警備員など、
契約関係は問わない）に対しても、労働
者と同等の保護措置を実施。

②同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する主な措置（※）
・危険箇所への立ち入りを禁止する義務
・特定の場所での喫煙・飲食を禁止する義務
・危険性等を掲示して知らせる義務
・事故発生時、退避させる義務

■ 建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条（健康障害防止措
置）は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされ
たことを踏まえ、同条に基づく省令の規定を改正（令和５年４月施行）。

• 上記以外に個人事業者等の安全衛生対策として必要な事項について、
令和４年５月に「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」を設置し、検討

• 令和５年10月27日に報告書を公表（その後、安全衛生分科会で検討の上、令和７年１月17日付けで建議）

①危険有害な作業の一部を請け負わせる場合の主な措置
・作業時に設備を稼働させる等について配慮する義務
・保護具の使用が必要である旨を周知する義務
・作業方法の遵守が必要である旨を周知する義務
・身体の汚染除去が必要である旨を周知する義務
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※今回の安衛法改正により、個人事業者等が「立入禁止」等を遵守する義務も労働者と同様に罰則付きの義務となる



個人事業者等の
危険有害業務以外の業務

個人事業者等の
危険有害業務

過重労働､メンタルヘルス等の
健康管理対策

危険の防止
有害業務に伴う
健康障害の防止

事業者

※ 事業者（労働者を使
用する者）の事業場で
行われる作業に伴うリ
スクへの対応

措
置
の
主
体

注文者等

※ 注文者や注文者以外
の機械リース業者等が
発生させるリスクへの
対応

個人事業者等

観点２ 危険有害作業以
外の個人事業者等対策
（過重労働、メンタル
ヘルス、健康管理等）

⇒ 検討会での議論を踏ま
え、個人事業者自身や注
文者等の実施事項をガイ
ドライン等により推奨

【対応状況】
・ 令和６年５月28日付けで
「個人事業者等の健康管理に
関するガイドライン」を策定

・ Ｑ＆Ａも併せてＨＰ掲載

観点１ 危険有害作業に係る個人
事業者等の災害を防止するため
の対策②（事業者による対策）

⇒ 検討会での議論を踏まえ､法第
20条等に基づく関係省令を改正

【対応状況】
令和６年４月30日公布
令和７年４月１日施行

観点３ 危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止
するための対策①（注文者等、個人事業者自身による対策）

● 注文者（発注者）による措置のあり方

● 発注者以外の災害リスクを生み出す者等による措置のあり方
● 個人事業者自身による措置のあり方
● 個人事業者等の業務上の災害の把握方法等

最高裁判決を受け、
速やかに関係省令
を改正

【対応状況】
令和４年４月15日公布
令和５年４月１日施行
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⇒ 検討会での議論を踏まえ､今回の労働安全衛生法改
正にて対応

【対応状況】 令和７年５月14日公布、公布日以降順次施行

建設アスベスト訴訟の最高裁判決を踏まえた
個人事業者等に対する安全衛生対策の全体像



あ
あ

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書の概要
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観点２ 危険有害作業以外の個人事業者等対
策（過重労働､メンタルヘルス､健康管理等）

● 個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス事
案の把握方法等

● 過重労働等の健康障害防止のための措置及び
その実行性を確保するための仕組みのあり方 等

観点１ 危険有害作業に係る個人事業者等の災
害を防止するための対策②（事業者による対
策）

● 危険有害な作業（機械等を使用する作業等）
の一部を個人事業者に請け負わせるときは、労
働者に対するものと同等の保護措置を事業者に
求めることを検討

● 注文者（発注者）による措置
・ 個人事業者等への注文時に安全衛生上配慮すべき措置内容の明確化
・ 個人事業者等も含めた混在作業による災害防止対策の強化

● 発注者以外の災害リスクを生み出す者による措置
・ リース機械等を貸与する者に対する災害防止措置の対象を個人事業
者にも拡大

● 個人事業者等による措置
・ 規格等を具備しない機械等の使用禁止
・ 危険有害作業における安全衛生教育の受講の義務付け等

● 個人事業者等の業務上の災害に関する報告制度の創設 等

＜ 対策の方向性 ＞＜ 対策の観点 ＞

● 安衛法２２条以外の危険防止措置関係規定について、事業者による
「事故時等の退避」と「危険箇所等への立入禁止等」の措置対象に個人事
業者等も追加 （省令改正）
● 上記以外の「作業に必要な保護具の周知」や「作業方法の周知」等の措
置については、個人事業者等による災害発生状況を踏まえ、必要性を精
査した上で省令改正

● 個人事業者等による過重労働、メンタルヘルス事案の報告制度の創設
● 個人事業者等自身による、定期的な健康診断の受診やストレスチェック
の実施、またその結果を踏まえた対応を勧奨等（ガイドライン・通達）
● 個人事業者等が過度な長時間就業とならないよう、発注者等による期
日設定などに関する配慮等（ガイドライン・通達）

※ 共通事項として「個人事業者等」の支援策も検討

観点３ 危険有害作業に係る個人事業者等の
災害を防止するための対策①（個人事業者
自身、注文者等による対策）

● 注文者（発注者）による措置のあり方
● 発注者以外の災害リスクを生み出す者等によ

る措置のあり方
● 個人事業者自身による措置のあり方
● 個人事業者等の業務上の災害の把握方法等



個人事業者等の健康管理に関するガイドライン（令和６年５月28日策定・公表）
個人事業者等※１が健康に働くために、個人事業者等が自身で行う事項、注文者等※２が行う又は配慮する事項等を周知し、自主
的な取組を促すもの※３。

実施事項等基本的な考え方主体

健康管理に関する意識の向上
危険有害業務による健康障害リスクの理解
定期的な健康診断の受診による健康管理
長時間の就業による健康障害の防止
メンタルヘルス不調の予防
腰痛の防止/情報機器作業における労働衛生管理
適切な作業環境の確保
注文者等が実施する健康障害防止措置への協力

• 個人事業者等として事業を行う上では、自らの心身
の健康に配慮することが重要であり、各種支援を活
用しつつ自らで健康管理を行うことが基本

個人事
業者等

長時間の就業による健康障害の防止
• 注文条件等の配慮、注文条件等により長時間就業となり疲労が蓄積し
た個人事業者から求めがあった場合における医師の面談機会の提供
メンタルヘルス不調の予防
安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
健康診断の受診に要する費用の配慮
作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

• 注文条件等が個人事業者等の心身の健康に影響を及
ぼす可能性もあることから、その影響の程度に応じ
て、注文者等が必要な措置を講じることが重要。

• 個人事業者等が健康に就業することは、当該個人事
業者等と継続的に業務を行う注文者等にとっては、
事業継続の観点からも望ましい。

注文者
等

個人事業者等への情報提供
必要に応じて、業種・職種別の実情に応じた業種・職種別ガイ
ドラインの策定

• 各業種・職種の個人事業者等や注文者等の団体、
仲介業者等には、個人事業者等及び注文者等に
対して必要な支援を行うことが期待される。

団体等

個人事業者等の健康管理の基本的な考え方と各主体の実施事項等

※１ 「個人事業者等」とは、事業を行う者のうち労働者を使用しないもの及び中小企業の事業主又は役員。労働基準法上の「労働者」に該当すると判断
された場合には、本ガイドラインによらず、「労働者」として、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）等の労働関係法令が適用される。

※２ 「注文者等」とは、個人事業者等に仕事を注文する注文者又は注文者ではないものの、個人事業者等が受注した仕事に関し、個人事業者等が契約内
容を履行する上で指示、調整等を要するものについて必要な干渉を行う者

※３ 「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書(R5.10）をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会の議論を経て、厚労省労働基準局長名で策定。

労働者が行う作業と類似の作業を行う者については、労働者であるか否かにかかわらず、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきとの考
え方のもと、ガイドラインでは、各主体について基本的な考え方と実施事項等を次のように示している。

※ 国は、個人事業者等の健康管理に活用できるツールの提供、労災保険に特別加入している個人事業者等に対する産業保健総合支援センター及び及び地域産業保
健センター等による支援等、個人事業者等の健康管理を支援するための取組を行う。関連情報を厚労省ホームページで発信する。 9



○ 既存の労働災害防止対策に労働者と同じ場所で就業する労働者以外の者（個人
事業者等）をも取り込み、労働災害のみならず、個人事業者等の業務上災害の防
止を図るため、個人事業者等自身や事業者（注文者等）に必要な措置を義務付け。
①事業者（注文者等）は、自身が管理
する場所においては、労働者に加え、
当該場所で就業する労働者以外の者
も含めた保護措置を実施する。

②個人事業者等は、労働者と同じ場所
で就業する場合には、自身の安全衛
生確保に加え、同じ場所で就業する
者に危害が生じないよう、必要な事
項を実施する。

※ 労働者と異なる場所で就業する場合も上
記に準じた取組を個人事業者等に推奨

個人事業者等の安全衛生対策の基本的な考え方
建設アスベスト訴訟の最高裁判決

○ 建設アスベスト訴訟最高裁判決では、石綿の規制根拠である安衛法第22条は、
労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がな
されている。

最高裁判決を踏まえた対策の基本的な考え方

個人事業者や出入業者（その他の作業者）等が 
事業者（注文者等）の事業場内で作業する場合 
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改正労働安全衛生法の概要
・「注文者等」による対策
・「個人事業者等」自身による対策
・災害報告制度等



労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要【令和７年５月14日公布】

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場の
メンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害
防止の推進等の措置を講ずる。

１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置（個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など）を定め、併せてILO第155号条
約（職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約）の履行に必要な整備を行う。

② 個人事業者等自身が講ずべき措置（安全衛生教育の受講等）や業務上災害の報告制度等を定める。

２．職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
○ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。

③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

４．機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部（設計審査）や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

５．高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】
○ 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等

令和８年４月１日（ただし、１①の一部は公布日、４②は令和８年１月１日、３③は令和８年10月１日、１②の一部は令和９年１月１日、
１①及び②の一部は令和９年４月１日、２は公布後３年以内に政令で定める日、３①は公布後５年以内に政令で定める日）

改正の趣旨

施行期日

改正の概要

このほか、平成26年改正法において改正を行った労働安全衛生法第53条について、規定の修正を行う。
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個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

○ 個人事業者等（注）の業務上災害の防止、ひいては同じ場で働く労働者の災害防止のため、個人事業者等を労働安全衛生法によ
る保護対象・義務の主体として位置づけ、次の見直しを行う。 （注）個人事業者のほか中小事業者の代表者又は役員も対象

①注文者（建設業におけるゼネコン等）が講じるべき措置の義務付け（次ページ）
・ 建設業、造船業、製造業の注文者には、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合には、混
在作業による労働災害防止のため、作業間の連絡調整等の必要な措置を講じることが義務付けられているところ、この統
括管理の対象に個人事業者等を含む作業従事者を追加する 等

②個人事業者等自身が講じるべき措置の義務付け
・ 構造規格や安全装置を具備しない機械等の使用禁止
・ 特定の機械等に対する定期自主検査の実施
・ 危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講 等

③個人事業者等を含む作業従事者の業務上災害を労働基準監督署に報告する仕組みを整備

（注）個人事業者に作業を請け負わせる「事業者」に対する保護措置の義務づけは省令改正により対応済み。

○ また、業種を問わず、労働者や個人事業者が混在する作業場所を管理する者（※１）に対して、自らと請負人が行う作業間の連
絡調整等の必要な措置を義務付けることで、日本が未批准のILO基本条約である第155号条約（職業上の安全及び健康並びに作
業環境に関する条約）（※２）の批准につながる。
（※１）例えば、卸売業の事業者が、倉庫で作業する店員と、フォークリフトで商品の搬出をする運送業者が混在することによる事故を防止する

ため、連絡調整を行う。
（※２）条約第17条に規定されている「二以上の企業が同一の作業場において同時に活動に従事する場合の協力義務」が批准に当たっての課題と

なっている。

改正内容

○ 建設アスベスト訴訟の最高裁判決（令和３年５月）において、労働安全衛生法第22条（健康障害防止措置）は、労働者だけで
なく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされた。このことを踏まえ、同条に基づく省令の規定を改正し
た。（令和５年４月施行）

⇒ 安全衛生分科会での議論において、安衛法第22条以外の規定のあり方、個人事業者等自身による措置のあり方、
注文者等による措置のあり方等については、別途検討することとされた。

背景
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改正労働安全衛生法の概要
（１）「注文者等」による対策



注文者等による対策

１ 注文者の責務の範囲の明確化（R7.5施行）
・ 建設工事以外の注文者にも広く、適用されるよう労働安全衛生法第３条第３項（注文

者が講ずべき措置）の規定の趣旨の明確化（適用範囲、配慮の内容等）

・ 作業場所や作業方法の指定など、注文者の関与の状況を踏まえた具体的措置内容の明
確化

・ 発注条件が受注者の安全衛生に影響を及ぼす可能性があること、安全衛生経費の必要
性に関する意識啓発の実施

・ 具体的な作業内容や作業条件等を契約時に明確化することを関係者へ周知等

２ 注文者等が行う措置の対象に「個人事業者等」を含める（R8.4施行）

・ 建設業等の元方事業者が実施する統括管理の対象（※）、機械等貸与者等の講ずべき
措置の対象及び建築物等貸与者の講ずべき措置の対象に「個人事業者等」が含まれるこ
との明確化

※ 「個人事業者等」は関係請負人として、元方事業者が講じる措置に応じて必要な措置を講じること等が義務付

けられる。

・ 機械等貸与者の措置の対象機械について、「移動式クレーン」等に限定されている対
象機械等に、他の危険性が高い機械（フォークリフト、ショベルローダー、フォーク
ローダー）を追加

・ 建築物等貸与者の対象建築物について、 「事務所」、「工場」に限定事業の用に供さ
れるあらゆる建築物を対象とし、当該建築物に関して講ずべき措置（共有部分の墜落危
険箇所の防護、安全な通路の保持）を追加 15



（参考）注文者等が講じるべき措置（作業間の連絡調整）のイメージ

≪現行≫

≪見直し後≫

個人事業者等による混在作業の位置付けを明確化

関係請負人

(個人事業者)

注文者

労

関係請負人

労

関係請負人

労

個人事業者
による混在作業の
位置付けが不明確

混在作業

関係請負人

(個人事業者等)

注文者

労

関係請負人

労

関係請負人

労

混在作業 混在作業
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注文者等による対策

３ 建設業等以外の業種の混在作業場所における連絡調整（R9.4施行）
・ ３業種（建設業・造船業・製造業）や仕事の枠にかかわらず、「一の場所」で行われ

る混在作業（荷の搬入・搬出作業や機械・設備のメンテナンス作業等）に着目し、混在
作業場所を管理する者（作業場所管理事業者）に作業間の連絡調整等の一定の措置を求
める枠組みを新たに創設

事業者

≪現行≫

混在作業
運送業者等

事業者による
安全衛生管理の対象外

≪見直し後≫

自社と運送業者間等の連絡調整の義務

現行規制

新たな枠組

事業場における
労働災害防止のための安全衛生管理

作業場所
管理事業者

運送業者等

現行規制

事業場における
労働災害防止のための安全衛生管理

混在作業
例）倉庫内で作業する
自社労働者と運送業者

の作業が混在
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改正労働安全衛生法の概要
（２）「個人事業者等」自身による対策



個人事業者の定義など

今回の改正で新たに保護・規定の対象に加える「個人事業者」は、個人であるか、法人で
あるかや、仕事の請負の有無は問わず、「事業を行う者で労働者を使用しないもの」が該当
するため、他法令の定義とは異なる点に留意。

また、「個人事業者等」として、中小事業の事業主や役員も含めて保護等を図る。

○ 「個人事業者」
は「事業者」に含
まれる。

○ 事業形態（個
人か法人か）で
「個人事業 」か
否かが分かれる。

《地方税法》

○ 「個人事業者」
は「事業者」には
含まれない。

○ 労働者を使用
しているか、否か
で、「事業者」と
「個人事業者」に
分かれる

《改正安衛法》

法令上の定義

《改正労働安全衛生法》
事 業 者 事業を行う者で、労働者を使用するもの（第２条第３号）
個人事業者 事業を行う者で、労働者を使用しないもの（第31条の３）

《地方税法》
事 業 者 個人事業者及び法人（第72条の77）
個人事業者 事業を行う個人（第72条の77） 19



個人事業者等自身による措置

１ 機械等の安全の確保（R9.4施行）
・ 機械等の安全確保の観点から、事業者には以下のような措置が義務付けられているが、

これと同様、労働者と同じ場所で作業を行う個人事業者等に対しても同様に以下の措置
を義務化

① 構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用禁止

② 車両系建設機械や移動式クレーン等を対象とする定期自主検査等の実施

２ 危険有害業務に関する安全衛生教育（R9.4施行）
・ 事業者が労働者を危険有害な業務に就かせる際には特別教育の実施が義務付けられて
いるが、これと同様、労働者と同じ場所で作業を行う個人事業者等が危険有害な業務を
実施する際には特別教育を受講することを個人事業者等に対しても義務化

※ 労働者の場合に努力義務とされている現に危険有害業務に就いている者に対する教育も同様

20



改正労働安全衛生法の概要
（３）災害報告制度等



災害報告制度等①（R9.1施行）

○ 個人事業者等の業務上の災害の把握等

１ 報告対象・報告時期

休業４日以上の死傷災害（脳心・精神事案は別途措置。）について､労働基準監督署に遅滞なく報告

２ 報告主体

・ 個人事業者等が死亡した場合等は、「特定注文者」等（※）が労働基準監督署に報告
※ 「特定注文者」とは、「個人事業者等が行う仕事の注文者であって、災害発生場所（事業場等）において

業務を行っている者のうち、個人事業者等から見て直近上位のもの」をいう。「特定注文者」が存在しない
場合には、災害発生場所（事業場等）を管理する事業者（「災害発生場所管理事業者」という。）が労働基
準監督署に報告。

・ 個人事業者等が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合は、「個人事業者等」が「特

定注文者」等に報告し、報告を受けた「特定注文者」等が監督署に報告

・ 個人事業者等が中小企業経営者や役員である場合は、上記にかかわらず所属企業が監督署に報告
※ 個人事業者等本人や個人事業者等が加入している業種・職種別団体から監督署への情報提供も可能

３ 報告事項

・ 発生場所、災害発生日時、被災者に関する情報（氏名、年齢、性別、業種等）、報告者に関する
情報、被災程度、災害の概要・原因など

４ その他

・ 個人事業者等が「特定注文者」等に報告したことを理由とする特定注文者等による不利益取扱
いの禁止

・ 脳・心臓疾患及び精神障害に関しては、災害報告とは別に、個人事業者等自身が労働基準監督署
に報告できる（報告事項には、上記３に加え、「発症と関連のある情報」も含む。） 22



（参考）個人事業者等の業務上災害報告制度に係るイメージ図

※ 災害発生場所において個人事業者等が労働者と同じ場所で就業していた場合に限る。
また、個人事業者等が中小企業経営者や役員の場合は、所属企業が報告主体となる。

死亡した場
合や入院中
などにより
災害発生の
事実を伝達
することが
困難な場合

労

働

基

準

監

督

署

休業４日未満
等報告義務対
象外の災害

個人事業者等が特定注文者に報告、その内
容を踏まえて、特定注文者が監督署に報告

特定注文者が存在しない場合は、個人事業
者等が災害発生場所管理事業者に報告、そ
の内容を踏まえて、災害発生場所管理事業
者が監督署に報告

特定注文者、災害発生場所管理事業者のい
ずれも存在しない場合は、個人事業者等自
らが監督署に情報提供

特定注文者が把握した場合に報告

特定注文者が存在しない場合は、災害発生
場所管理事業者が把握した場合に報告

特定注文者、災害発生場所管理事業者のい
ずれも存在しない場合は、報告義務対象外
※ 個人事業者等が加入している関係団

体等による情報提供は可能

休業４日未満等報告義務対象外の災害は、
個人事業者や個人事業者が加入している団
体等が情報提供可能

休
業
４
日
以
上
の
死
傷
災
害

災害発生の
事実を伝達
することが
可能な場合

報告義務
(罰則なし)

情報提供

※

被災程度
個人事業者等
（被災者）

特定注文者
災害発生場所
管理事業者

考え方
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全衛生分科会 資料１抜粋
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災害報告制度等②（R8.4施行）

○ 個人事業者等による労働基準監督署
への申告

１ 労働基準監督署等への申告

・ 個人事業者等が就業する場所や請け
負った作業に関し、労働安全衛生関係
法令に違反する事実がある場合につい
ては、労働者の場合と同様（※）、都道
府県労働局長、労働基準監督署長又は
労働基準監督官に対して申告して是正
のため必要な措置をとるように求める
制度を創設

（※）労働安全衛生関係法令上の個人事業者等に
対する保護・規制の範囲は、労働者の場合
とは異なるため、申告対象の範囲も異なる

２ 申告を理由とした不利益取扱いの禁止

・ 個人事業者等の契約相手方は、個人
事業者等が申告をしたことを理由とす
る不利益取扱いの禁止

申告の権利の確保と不利益取扱の禁止

作業従事者は事業場に労働安全衛生法等の規定に違反す

る事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基

準監督署長又は労働基準監督官に申告して、是正のため適

当な措置をとるように求めることができる。 97
関係）

注文者、機械等貸与者その他作業従事者に係る事業を行う

者の契約の相手方は、当該申告を理由として、当該事業を行

う者に対し、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはな

らない。 97 ３ 関係）

都道府県労働局長

労働基準監督署長
労働基準監督官

個人事業者等

申
告

契
約
の
相
手
方

是正

取引の停止等の不利益
な取扱いの禁止

24


